
全国健康保険協会 山梨支部

～職場内での回覧をお願いします～

〒400-8559 甲府市丸の内3-32-12
甲府ニッセイスカイビル7階

申請書はホームページからダウンロードできます055-220-7750 （代表）

〈 山 梨 支 部 〉 〈
ホ
ー
ム
ペ
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ジ

〉

8：30～17：15（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

枝番

令和3年度 山梨支部 健康保険料率 / 介護保険料率

9.79 ％

≪ 健 康 保 険 料 率 ≫ ≪ 介 護 保 険 料 率 ≫

1.80 ％

【 保 険 証 に 係 る お 願 い 】

お問い合わせ先 ：レセプトグループ（055-220-7753）

在職時の保険証が使用できるのは

保険証は、扶養家族分も含め、

退職日当日までの回収をお願いします。

保険証の使用期限を遵守し、

退職日までに事業所様へご返却ください。

【 健 診 に 係 る お 知 ら せ 】

お問い合わせ先 ：保健グループ（055-220-7754）

健 康 診 断 の ご 案 内 を お 送 り し ま す
令和3年度 協会けんぽ

加入者様 へ

※ 40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に介護保険料率が加わります。

令 和 3 年 3 月 分 （ 4 月 納 付 分 ） か ら 変 更 と な り ま す 。

お問い合わせ先 ：企画総務グループ（055-220-7750）

退職後に在職時の保険証を使用した場合、

協会けんぽが負担した医療費を返還して

いただくことになります。

注意

注意
返納金 最高金額 9,562,792 円

（令和元年度）

（全国一律）

退 職 日 当 日 ま で で す ！

事業主様 へ

加入者様 へ

協会けんぽへの申し込みの手続きは不要です。

対象：協会けんぽ加入の35歳以上の被保険者

3月下旬に、 緑色の封筒 で対象者がいる

事業所様へお送りする予定です。

対象：協会けんぽ加入の40歳以上の被扶養者

4月上旬に、黄色の封筒で対象の扶養家族

がいる被保険者様のご自宅へ

『特定健康診査受診券（セット券）』を

お送りする予定です。

■ 生活習慣病予防健診

■ 特 定 健 康 診 査



マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の
健 康 康 保 険 証 と し て の 利 用 に つ い て


